










イ 事業実施主体及びその構成員又は事業に参加する者につ 2 

いて、農業経営体が含まれていない場合、事業実施主体が農

林漁業者向けに労働環境改善（労働基準法の準拠、 労働・社

会保険への加入等）に関する研修等を当該事業実施年度中に

実施した又は実施予定である。

④ 過年度同 一事業において、複数年度実施計画として成果目標

を設定し交付決定された事業のうち、2 年目以降に実施する事

業実施計画の場合。ただし、 別表1の(12)から(15) の事業

継続事業 は除く。 5 

なお、 前年度に有機農業実施計両の策定に取り組んだ上で、

当該計両に基づく取組を行う別表1の（2)の事業実施計画の

場合も加算とする。
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(8)グリ ーンな飼養体系加速化事業

⑤-1から⑥までのポイントについて、 複数のグリ ー ンな飼養体系を検証する場合

においては、 同 一 の飼養体系で計算すること。

評価項目及び配点某準 ポイント

⑤-1 取組ポイント(21点満点）

次のア及びイから1項目ずつ選択し、 21点満点になるように加算する。

次のアから該当するものを1つ選択し、満点を超えない範囲内でイから該当する

ものをすべて選択し、 合計すること。

次のaからdまでのいずれかの技術を検証する事業実施

計両となっている。

a アミノ酸バランス改善飼料を給与することを検討 16 
ア 環境負荷低減

b 3-NOP又はカシュ ー ナッツ殻液を給与することを 16 
技術の検証

検討

C バイパスアミノ酸を給与することを検討 16 

d その他GHG削減技術を検討 16 

a アのaからdまでの複数の技術分類を検討 5 
イ 特別加算

b 肉用牛に対する取組の場合 5 

⑤- 2 参加農家戸数ポイント(10点満点）

事業実施計画に記載したグリ ー ンな飼養体系の取組に参加する農家戸数につい

て、 表中から該当する数を1つ選択する。

4戸以上 10 

参加農家戸数 2戸以上 6 

1戸 ゜

⑤- 3 普及目標農家戸数割合ポイント(15点満点）

事業実施計画に記載した普及目標年におけるグリ ーンな飼養体系の普及目標農家

戸数割合について、 次のアの表中から該当するものを1つ選択する。当該ポイント

が5以上の場合は、 満点を超えない範囲で次のイを加算できる。

実証地域内の実証畜種を飼養する農家戸数における普及

目標の割合

ア 地域内の普及目標 90％以上 15 

割合 60％以上 8 

30％以上 5 

30％未満 ゜

イ 加算（広域性） 事業実施地区が複数の市町村域 7以内

⑥ 加算ポイント

⑤-1、⑤- 2及び⑤ー 3を合計して46点満点に満たない場合、次の（i)及び

(ii)から該当するものを選択し、 満点の範囲内で加算できる。

(i)法との関連性

事業に参加する者（事業実施主体である協議会の構成員を含む。）に、 環境と
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調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関

する法律 （令和4年法律第37号。 以下「法」という。）に某づき、

・法第19条第1項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けて い

る者

・法第21条第1項に規定する 特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受け

ている者又は当該事業実施年度末までに認定を受ける見込みがある者

・法第39条第1項に規定する基盤確立事業実施計画の認定を受けている者又は

当該事業実施年度末までに認定を受ける見込みがある者

（以下「計画認定者等」という。）が 含まれる場合、 アのa、 b及びイのうち該

当するものを選択し、 合計すること。

ア 環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画

の計画認定者等

a 事業に参加する農業者（協議会の構成員を含む。）について、 計画認定者I 3以内

等が過半を占める。

b 事業に参加する農業者（協議会の構成員を含む。）について、 計画認定者I 2以内

等が1人以上含まれている。

イ 基盤確立事業実施計画の計画認定者等 2以内

事業に参加する農業者（協議会の構成員を含む。）に計画認定者等が1者以

上含まれている、 又は協議会 が計画認定者等である。

(ii)輸出に向けた飼養体系の検討

ア及びイから該 当するものを1つのみ選択できる。

ア 事業実施地区を含む地域が、 農林水産物及び食品の輸出に関する法律（令和I 5以内

元年法律第57号） 第1項に規定する輸出事業計画に認定されている 又は当該

事業実施年度末までに認定される見込みであり、かつ、 当該計画に記載された

輸出事業の目標達成に向け、輸出先国の求める生産物に対応するためのグリ ー

ンな飼養体系の検討を行うことが事業実施計画に記載されている。

イ 事業実施地区において、 フラッグシップ輸出産地に認定された産地（フラッ| 5以内

グシップ輸出産地 選定実施要領（令和6年 4月19日付け 6輸国第256号農林

水産省輸出・国際局長通知）第5の規定により認定証の交付を受けた産地をい

う。）が輸出拡大等のためのグリ ー ンな飼養体系の検討を行うことが事業実施

計画に記載されている。
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